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米国、連邦最高裁判決を受け IEEPA関

税を終了 

ウィリアム モラン｜矢倉信介｜齊藤理木 

トランプ政権が国際緊急経済権限法（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）に基づき

課していたすべての米国関税は、2026 年 2 月 24 日東部時間午前 0 時をもって終了しました1。この措置は、

2026 年 2 月 20 日に連邦最高裁判所が下した Learning Resources, Inc. v. Trump 判決を受けたものです。

同判決では、IEEPA は大統領に関税を課す権限を付与していないと判断されました2。 

IEEPA に基づく関税は違法と判断されたものの、これまでに支払われた関税の還付方法については、連邦最

高裁判所は判断を下さず、下級裁判所に差し戻しました。今後数週間のうちにさらなる動きが見込まれます。 

2025 年のトランプ政権による IEEPA 関税を巡る訴訟 

今回の連邦最高裁判所の上訴審では、2025 年前半に米国企業や州政府などが複数の裁判所に提起した IEEPA

関税に対する一連の訴訟が統合されました。これらの訴訟では、いわゆる IEEPA「トラフィッキング関税」

（Trafficking Tariffs）（カナダ、メキシコ及び中国に対するもの）及び、ほぼすべての米国貿易相手国に影響

を及ぼした IEEPA「相互関税」（Reciprocal Tariffs）が争点となりました。下級審判決の後、トランプ政権

は連邦最高裁判所に上訴しました。連邦最高裁判所は 2025 年 9 月及び 10 月に書面提出を受け、2025 年 11

月に口頭弁論を実施しました3。 

連邦最高裁判所の判断 

連邦最高裁判所の多数意見は、米国憲法及び IEEPA 条文に基づき、IEEPA は大統領に関税を課す権限をいか

なる場合にも付与していないと判断しました。連邦最高裁判所は改めて示したとおり、米国憲法は、税及び

関税を課す権限を連邦議会（Congress）のみに付与しており、大統領には平時において関税を課す固有の権

限はないと確認しました。そして、大統領が IEEPA に基づき関税を課すためには、議会から明示的に関税権

限の委任を受けている必要があると結論づけました。 

次に、連邦最高裁判所は IEEPA の条文を検討し、議会が IEEPA を通じて大統領に関税権限を委任していない

と判断しました。すなわち、IEEPA は大統領に「輸入を規制する（regulate…importation）」権限を与えてい

るものの、ここでいう「規制（regulate」という文言には、関税や税を課す権限は含まれないと判断し、

「『通商を規制する権限』は『税を課す権限』とは完全に異なる」と述べました。 

下級審への差戻しと還付手続の今後 

連邦最高裁判所は、過去に支払われた違法関税の還付手続については判断せず、この問題を下級裁判所の裁

量に委ねました。そのため本件は現在、還付手続の具体的な進め方を決定するため、下級裁判所に差し戻さ

れています。 

 
1 CSMS # 67834313 - Ending Collection of International Emergency Economic Powers Act Duties, February 22, 2026. 
2 Learning Resources, Inc. v. Trump, 24-1287. 
3 Learning Resources, Inc., et al., Petitioners v. Donald J. Trump, President of the United States, et al.最高裁事件記録をご

参照ください。 

https://www.whitecase.com/ja/people/william-moran
https://www.whitecase.com/ja/people/shinsuke-yakura
https://www.whitecase.com/ja/people/rick-saito
https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/40b11c9
https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-1287_4gcj.pdf
https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/24-1287.html
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差戻後は、米国国際貿易裁判所（Court of International Trade、CIT）が還付手続を主導すると見込まれており、

CITはこれまでにも、「政府が違法に関税を徴収した場合、再清算及び還付を命じる明示的な権限を有する」

と述べています4。 

本判決の影響を受ける関税措置 

本判決により、米国税関・国境警備局（Customs and Border Protection、CBP）が IEEPA に基づく関税の徴

収を継続することは違法となりました。この義務を実施するため、トランプ大統領は 2026 年 2 月 20 日、

IEEPA に基づきこれまで課していたすべての関税を可能な限り速やかに終了する旨の大統領令を発令しまし

た5。 

さらに、CBP は 2026 年 2 月 22 日、「2026 年 2 月 24 日東部時間午前 0 時以降に消費目的で輸入される貨物

又は保税倉庫から消費目的で引き出される貨物について、IEEPA に基づくすべての関税徴収を停止する。」

とのガイダンスを公表しました。 

Learning Resources 事件の原告は、IEEPA 相互関税及びカナダ、中国、メキシコに対するフェンタニル関連

トラフィッキング関税のみを争っていましたが、トランプ政権は 2 月 20 日の大統領令により、IEEPA に基づ

くすべての関税を終了することを選択しました。その結果、以下の大統領令に基づく関税措置はすべて撤廃

されました。 

 対中国トラフィッキング関税―中国からのすべての輸入品に対する 10％（以前は 20％）の関税。2025

年 2 月 1 日付大統領令 14195 号（その後の改正を含む）により発令6。 

 対カナダトラフィッキング関税―USMCA の特恵待遇を受けないカナダからの輸入品に対する 35％（一

部のエネルギー・鉱物・肥料製品は 10％）の関税。2025 年 2 月 1 日付大統領令 14193 号（その後の改

正を含む）より発令7。 

 対メキシコトラフィッキング関税―USMCA の特恵待遇を受けないメキシコからの輸入品に対する 25％

（一部肥料製品については 10％）の関税。2025年 2月 1日付大統領令 14194号（その後の改正を含む）

より発令8。 

 グローバル相互関税―最低税率 10％、最大 41％の「相互関税（Reciprocal Tariffs）」であり、Section 

232 関税の対象となっている、又はその他の理由により免除されている場合を除き、ほぼすべての国お

よび大半の品目に対する関税。2025年 4月 2日付大統領令 14257号（その後の改正を含む）より発令9。 

 対ブラジル追加関税―ブラジルからの輸入品の大部分に対する 40％の追加 IEEPA 関税。2025 年 7 月 30

日付大統領令 14323 号より発令10。 

 対インド追加関税（ロシア石油関連）―2025 年 8 月 27 日から 2026 年 2 月 7 日まで効力を有した、イ

ンドからの輸入品の大部分に対する 25％の追加 IEEPA 関税。当該関税は相互関税（Reciprocal Tariff）

に上乗せされる形で適用されたものである。2025 年 8 月 6 日付大統領令 14329 号（その後の改正を含

む）（いわゆる対ロシア「セカンダリー関税（Secondary Tariff）命令」と呼ばれる）より発令11。 

 
4 AGS Co. Automotive Sols. v. U.S. Customs & Border Prot., Consol. Court No. 25-00255, Slip Op. 25-154 (Ct. Int’l Trade 

December 15, 2025) 
5 Executive Order 14389 of February 20, 2026: “Ending Certain Tariff Actions,” 91 FR 9437. 
6 Executive Order 14195 of February 1, 2025: “Imposing Duties To Address the Synthetic Opioid Supply Chain in the 

People's Republic of China,” 90 FR 9121. 
7 Executive Order 14193 of February 1, 2025: “Imposing Duties To Address the Flow of Illicit Drugs Across Our Northern 

Border,” 90 FR 9113. 
8 Executive Order 14194 of February 1, 2025: “Imposing Duties To Address the Situation at Our Southern Border,” 90 FR 

9117 
9 Executive Order 14257 of April 2, 2025: “Regulating Imports With a Reciprocal Tariff To Rectify Trade Practices That 

Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits,” 90 FR 15041. 
10 Executive Order 14323 of July 30, 2025: “Addressing Threats to the United States by the Government of Brazil,” 90 FR 

37739 
11  See Executive Order 14329 of August 6, 2025: “Addressing Threats to the United States by the Government of the 

Russian Federation,” 90 FR 38701、及び同大統領令を改正した Executive Order 14384 of February 6, 2026: “Modifying 

https://www.cit.uscourts.gov/sites/cit/files/25-154.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/25/2026-03832/ending-certain-tariff-actions
https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02408/imposing-duties-to-address-the-synthetic-opioid-supply-chain-in-the-peoples-republic-of-china
https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02408/imposing-duties-to-address-the-synthetic-opioid-supply-chain-in-the-peoples-republic-of-china
https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02406/imposing-duties-to-address-the-flow-of-illicit-drugs-across-our-northern-border
https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02406/imposing-duties-to-address-the-flow-of-illicit-drugs-across-our-northern-border
https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02407/imposing-duties-to-address-the-situation-at-our-southern-border
https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/07/2025-06063/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and
https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/07/2025-06063/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and
https://www.federalregister.gov/documents/2025/08/05/2025-14896/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-brazil
https://www.federalregister.gov/documents/2025/08/11/2025-15267/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-the-russian-federation
https://www.federalregister.gov/documents/2025/08/11/2025-15267/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-the-russian-federation
https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/11/2026-02818/modifying-duties-to-address-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-the-russian-federation
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 「セカンダリー関税」（Secondary Tariff）命令―トランプ政権は、キューバ12、ベネズエラ13、ロシア、

及びイラン14と石油その他特定製品の取引を行う国に対し、IEEPA に基づく関税を課す制度を創設する

大統領令を発令しておりましたが、最高裁判決が下された時点では、これらの制度に基づき実際に適用

された関税はありませんでした。 

デミニミス制度停止の状況―現制度の維持 

2025 年 8 月 29 日、トランプ大統領は通関上のデミニミス制度（注：低額貨物について関税等の税金免除・

緩和を認める制度）を停止し、800 ドル以下の貨物についても米国への無税輸入を認めない措置を導入しま

した。これにより、低額貨物に対しても IEEPA 関税を含むすべての適用可能な関税が課されることとなりま

した。このデミニミス停止措置は IEEPA を根拠としており、IEEPA に基づくフェンタニル関連トラフィッキ

ング関税及び相互関税に関する大統領令と連動する形で導入されていました。 

その後、IEEPA に基づくフェンタニル関連関税及び相互関税の大統領令が終了した後もデミニミス停止措置

を維持するため、トランプ大統領は 2026 年 2 月 20 日に新たな大統領令を発令し、これにより当該停止措置

の法的根拠が変更されました15。この点に関する CBP のガイダンスによれば、この新たな大統領令により何

ら内容が変更されることはなく、従来のデミニミス停止措置はそのまま維持されます16。 

IEEPA に基づかない関税措置は影響なし 

トランプ政権が IEEPA 以外の関税権限に基づいて課している関税は、今回の判断の影響を受けません。 

これには、中国及びニカラグアからの輸入品に対する Section 301 関税のほか、鉄鋼及び鉄鋼派生品、アルミ

ニウム及びアルミニウム派生品、乗用車・ライトトラック及び部品、銅及び銅派生品、木材（timber）、製

材（lumber）及び木材製品、トラック・バス及びトラック部品、並びに限定された一部の先端半導体の品目

の輸入に対して世界的に適用される Section 232 関税が含まれます。 

相互貿易協定（Agreements on Reciprocal Trade）の状況 

トランプ政権が締結した相互貿易協定（Agreements on Reciprocal Trade、ARTs）における関税に関する約

束の多くは、2025 年 4 月 2 日付 IEEPA 関税大統領令（その後の改正を含む）に基づく関税を前提としていま

す。例えば、米国―カンボジア間の ART では、トランプ政権が特定の製品について追加関税の例外を認める

として「米国は 2025 年 4 月 2日付大統領令 14257号に定められた当該製品に対する追加の従価関税率を適用

しない。」と規定されており、また、カンボジアからの輸入品に対して 19％の IEEPA 相互関税を課す取り決

めとして「2025 年 4 月 2 日付大統領令 14257 号（その後の改正を含む）に定める追加の従価関税率は 19％

を上限とする。」とも規定されています17。 

IEEPA 関税に関する同様の文言は、これまでに締結されたすべての ART に含まれています。ただし、一部の

協定（例えば、EU、韓国、及び日本との間の暫定合意など）では、特定の Section 232 調査の対象となる製

品について関税の上限を設定する規定も含まれています。しかしながら、連邦最高裁判決及びトランプ大統

領による IEEPA 関税の全面撤廃命令を受け、ART において定められていた IEEPA 関税率の上限や特定製品

の例外措置は、実質的な利益をもたらさなくなります。 

 
Duties To Address Threats to the United States by the Government of the Russian Federation,” 91 FR 6501 をご参照

ください。 
12 Executive Order 14380 of January 29, 2026: “Addressing Threats to the United States by the Government of Cuba,” 91 

FR 5085 
13 Executive Order 14245 of March 24, 2025: “Imposing Tariffs on Countries Importing Venezuelan Oil,” 90 FR 13829. 
14 Executive Order 14382 of February 6, 2026: “Addressing Threats to the United States by the Government of Iran,” 91 FR 

6493 
15 Executive Order 14388 of February 20, 2026: “Continuing the Suspension of Duty-Free De Minimis Treatment for All 

Countries,” 91 FR 9433. 
16 CSMS #67845486 - Continuing the Suspension of Duty-Free De Minimis Treatment for All Countries, February 23, 2026. 
17 Agreement Between the United States of America and the Kingdom of Cambodia on Reciprocal Trade, October 26, 2025. 

https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/11/2026-02818/modifying-duties-to-address-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-the-russian-federation
https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/03/2026-02250/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-cuba
https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/27/2025-05440/imposing-tariffs-on-countries-importing-venezuelan-oil
https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/11/2026-02813/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-iran
https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/25/2026-03829/continuing-the-suspension-of-duty-free-de-minimis-treatment-for-all-countries
https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/25/2026-03829/continuing-the-suspension-of-duty-free-de-minimis-treatment-for-all-countries
https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/40b3d6e
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/10/agreement-between-the-united-states-of-america-and-the-kingdom-of-cambodia-on-reciprocal-trade/
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その結果、現在、ART の法的根拠は不確実なものとなっており、これらの協定について再交渉、修正又は失

効が生じる可能性があります。現時点では、各貿易相手国が ART の再交渉を求めるのか、それとも現状のま

ま維持するのかは不明です。 

なお、米国通商代表部（USTR）が新たに提案している Section 301 調査は、交渉におけるトランプ政権の交

渉力を維持し、各国に ART の遵守を促すことを目的としている可能性があります。また、トランプ大統領は、

各国が交渉を遅延させようとした場合には、さらなる関税引き上げを行う可能性も示唆しています。 
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